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   国立大学法人鳴門教育大学教員選考規程 

 

平成１６年 ４ 月 １ 日 

規程第   ７   号 

改正 平成１７年 ３ 月１４日規程第 １０ 号 

平成１８年１０月１１日規程第 ４２ 号 

平成１９年 ３ 月２３日規程第 ７ 号 

平成２０年 ３ 月２４日規程第 ５７ 号 

平成２１年 ３ 月３１日規程第 ３６ 号 

平成２１年 ５ 月１３日規程第 ６４ 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則（平成１６年

規則第２１号）に基づく教授，准教授，講師及び助教（以下「教員」という。）の選考

を適正かつ円滑に行うために必要な手続きについて定める。 

 （定義） 

第２条 この規程で「教育部長」とは，国立大学法人鳴門教育大学学則（平成１６年学則

第１号）第２４条第３項に規定する教育部長をいう。 

２ この規程で，「専攻長」とは，国立大学法人鳴門教育大学学則（平成１６年学則第１

号）第２５条第２項に規定する専攻長をいう。 

３ この規程で「人事委員会」とは，国立大学法人鳴門教育大学教育研究評議会規則（平

成１６年規則３号）第９条の規定に基づき，教育研究評議会に置く国立大学法人鳴門教

育大学人事委員会をいう。 

  （選考の時期） 

第３条  教員の選考は，原則として採用又は昇任させようとする日の２か月前までに終え

るものとする。 

  （選考開始申出等） 

第４条  教育部長又は専攻長（高度学校教育実践専攻に限る。以下同じ。）は，教員の選

考を開始する必要があるときは，あらかじめ別記様式第１号の教員選考申出書を学長に

提出しなければならない。 

２ 学長は，教員の選考を行う必要があるとしたときは，当該教育部長又は専攻長に対し，

別記様式第１号の教員選考申出書を提出させることができる。 

３ 教育部長は，第１項による教員選考の申し出を行う場合には，あらかじめ当該教育部

の意見を聴くものとし，当該教員選考がセンターの運営及び高度学校教育実践専攻に係

わる場合は，センター部長，専攻長の意見を聴くものとする。 

４ 専攻長は，第１項による教員選考の申し出を行う場合には，あらかじめ専攻会議及び

関係する教育部長の意見を聴くものとし，当該教員選考がセンター運営に係わる場合は，

センター部長の意見を聴くものとする。 

５ 学長は，第１項及び第２項の教員選考申出書を受理したときは，速やかに当該選考に

ついて，教育研究評議会に付議しなければならない。   

６ 教育研究評議会は，前項の教員選考の申し出を承認したときは，速やかに人事委員会

に教員選考の開始を指示するものとする。 
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７ 学長は，本学の教員人事の方針を踏まえ，教員選考に関し人事委員会に対し意見を述

べることができる。 

 （候補者の決定） 

第５条 教員選考候補者の決定は，人事委員会において行う。 

  （報告） 

第６条 人事委員会は，教員選考候補者を決定したときは，別記様式第２号の教員選考候

補者決定報告書を学長に提出しなければならない。 

  （教員選考） 

第７条  学長は，前条の規定による報告を受けたときは，速やかに教育研究評議会に付議

しなければならない。 

２  教育研究評議会における教員選考において不適格と判定された者は，その日から１年

を経過した後でなければ，同一職名による判定の対象とすることができない。  

  （就任交渉）                                                 

第８条 教員選考が成立した場合の教員の就任の交渉は，学長又は学長が指名した者が行

う。 

第９条 学長は，教育研究評議会において教員選考候補者を選考した場合は，教授会に教

員選考候補者を報告するものとする。 

  （その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，教員の選考手続きに関し必要な事項は，教育研

究評議会の議を経て学長が別に定める。 

    附 則 

１  この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２  この規程施行の際現に設置されている教員選考委員会及び選出されている委員は，こ

の規程により設置及び選出されたものとみなす。 

３  前項に係る教員選考委員会委員長は，教員選考候補者を決定したときは，第６条の規

定を準用する。 

    附 則 

  この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は，平成１８年１０月１１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

    附 則 

１ この規程は，平成２０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２  施行日において，すでに設置されている教員選考委員会及び当該委員は，改正後の規

定に基づき設置及び選出されたものとみなす。 

    附 則 

  この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は，平成２１年５月１３日から施行する。 


